
（注）（1）申請人 ⇨ 僧侶は本人、他は講長（曹洞宗梅花講規程第53条参照）
　　　（2）申請は、１人１枚使用、複数受検の場合は本書をコピーしてください。
　　　（3）受検者は、当該する箇所を本人が必ず楷書にてご明記ください。




